
 
 

 

告 
 
 
 

示 
  

組
合
規
約
第
二
十
五
条
及
び
選

管
規
定
第
十
条
に
基
づ
き
組
合
役

員
及
び
中
央
委
委
員
の
立
候
補
を

左
記
の
通
り
受
付
ま
す
。 

   
 
 
 
 

記 
   

受
付
期
間 

 

二
〇
一
三
年
八
月
十
九
日
（
月
） 

 
 

 

か
ら
二
十
一
日
（
水
）
迄 

  

午
前
六
時
三
十
分
よ
り 

 
 
 
 
 
 

午
前
九
時
迄 

  

受
付
場
所 

 
 

東
洋
交
通
労
働
組
合 

 
 
 
 
 
 
 

組
合
事
務
所 

  
 

●
各
役
員
の
定
数
と
推
薦
人
数 

 

執
行
委
員
長 

 
 

一
名 

（
推
薦
人
五
名
） 

副
執
行
委
員
長 

 

一
名 

（
推
薦
人
五
名
） 

書
記
長 

 
 
 

 

一
名 

（
推
薦
人
五
名
） 

執
行
委
員 

 
 

 

四
名  (

推
薦
人
三
名
） 

会
計
監
査 

 
 

 

二
名 

（
推
薦
人
二
名
） 

中
央
委
員 

 
 

十
六
名 

（
推
薦
人
二
名
） 

  

※
立
候
補
に
関
す
る
注
意
事
項 

 
 

立
候
補
を
予
定
し
て
い
る
方
は
必
ず
本
人
が
受
付
期
間
中

に
立
候
補
受
付
用
紙
を
受
け
取
り
、
所
定
項
目
に
記
入
し

署
名
捺
印
の
上
、
必
要
な
推
薦
人
を
連
記
し
て
受
付
期
間

内
に
届
け
て
く
だ
さ
い
。
（
立
候
補
者
・
推
薦
人
の
捺
印

の
無
い
場
合
は
無
効
と
な
り
ま
す
） 

 

必
ず
届
出
用
紙
は
立
候
補
者
本
人
が
届
け
て
く
だ
さ

い
。
本
人
以
外
の
届
出
は
無
効
で
す
。 

 

期
間
を
過
ぎ
て
の
届
出
は
一
切
受
け
付
け
ま
せ
ん
。 

 

各
役
職
に
お
い
て
定
数
を
超
え
る
立
候
補
者
が
あ
っ
た

場
合
、
そ
の
役
職
に
お
い
て
選
挙
を
行
い
ま
す
。
な
お
、

各
役
職
に
お
い
て
立
候
補
者
が
定
数
内
で
あ
っ
た
場
合

は
、
信
任
と
な
り
ま
す
。 

         
東
洋
交
通
労
働
組
合 

選
挙
管
理
委
員
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委
員
長 

新
井 

正
夫 

 

選挙管理委員会告示 
８月１９日（月）２０日（火）２１日（水） 

各組合役員・中央委員 

      立候補受付について 


